
業務棚卸評価シート 1/5

23年度 24年度 25年度 39,597 39,597 37,357 37,357

1 総
陳情、要望、苦
情等への対応事
務

広聴機能、相談体制の充
実を図り、安心で安全な
市民生活の確保に努め
る。

市民

定
例
定
型

回答日数
回答必要日
数１３日以
内

回答必要日
数１３日以
内

回答必要日
数１３日以
内

概ね１３
日以内

目標とした期限まで
に事務を行い、成果
が出ている。

Ａ
業
務
計
画

未 高 高 高
現状維

持
なし

予
算
な
し

1

陳情、要望、苦
情等への対応事
務

陳情、要望、
苦情等の回答
作成にかかる
関係各課との
連絡調整等

回答日数
３週間以

内
３週間以

内

陳情、要望、
苦情等の回答
作成にかかる
関係各課との
連絡調整等

回答日数
３週間以
内

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし

予
算
な
し

1

陳情、要望、苦
情等への対応事
務

苦情処理要領
に基づいた運
用の実施

報告回数 年４回 年４回
苦情処理要領
に基づいた運
用の実施

報告回数 年４回

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし

予
算
な
し

1

陳情、要望、苦
情等への対応事
務

広聴活動調査
研究のため
県・県内全市
町村による総
会と研修会開
催

開催回数 年４回 年４回

広聴活動調査
研究のため
県・県内全市
町村による総
会と研修会開
催

開催回数 年４回

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし

予
算
な
し

1

陳情、要望、苦
情等への対応事
務

庁内印刷によ
る広聴等に関
するまとめの
発刊

発刊回数 年１回 年１回

庁内印刷によ
る広聴等に関
するまとめの
発刊

発刊回数 年１回

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし

予
算
な
し

2 総 相談業務事業

広聴機能、相談体制の充
実を図り、安心で安全な
市民生活の確保に努め
る。

市民

定
例
定
型

各種市民相
談件数

3,900件 3,950件 4,000件 15,001 2,437件

目標値には達成しな
かったが、適切に事
務を行っており、成
果が出ている。

Ｃ 17,156

業
務
計
画

未 高 高 高
現状維

持
なし

維
持

2 相談業務事業

国・県・市な
どの行政運営
等に対する市
民からの苦情
等の相談

開設日数 年１７日 年２４日 30

国・県・市な
どの行政運営
等に対する市
民からの苦情
等の相談

開設日数 年24回 40

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし
維
持

2 相談業務事業

専門相談員に
よる税金・年
金・交通事故
等の相談（国
県市合同相
談）

開設日数 年１日 年１日

専門相談員に
よる税金・年
金・交通事故
等の相談（国
県市合同相
談）

開設日数 年１日

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし

予
算
な
し

2 相談業務事業

行政相談週間
における、
国・県・市な
どの苦情等の
行政特設相談

開設日数 年１日 年１日

行政相談週間
における、
国・県・市な
どの苦情等の
行政特設相談

開設日数 年１日

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし

予
算
な
し

2 相談業務事業

電話や窓口等
における市民
生活や行政運
営に関する相
談

開設日数 年244日 年244日 6,391

電話や窓口等
における市民
生活や行政運
営に関する相
談

開設日数 年245日 7,763

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし
維
持

2 相談業務事業

市長による、
市民からの苦
情や相談等の
受付（市長の
一日相談）

開設日数 年１１日 年１０日

市長による、
市民からの苦
情や相談等の
受付（市長の
一日相談）

開設日数 年１１日

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし

予
算
な
し

2 相談業務事業

弁護士による
相談 （週2日
4人を週2日3
人に変更）

弁護士数
年１５０

人
年１４７

人
4,957

弁護士による
相談

弁護士数
年１５２
人

5,146

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし
維
持

2 相談業務事業
税理士による
相談

開設日数 年２４日 年２３日 230
税理士による
相談

開設日数 年２４日 240

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし
維
持

2 相談業務事業
司法書士によ
る相談

開設日数 年１２日 年１１日 77
司法書士によ
る相談

開設日数 年１２日 84

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし
維
持

2 相談業務事業
行政書士によ
る相談

開設日数 年１２日 年１２日 42
行政書士によ
る相談

開設日数 年１２日 42

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし
維
持

2 相談業務事業
公証人による
相談

開設日数 年１２日 年１２日
公証人による
相談

開設日数 年１２日

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし

予
算
な
し

2 相談業務事業 市民安全相談 開設日数 週４日 週４日 3,274 市民安全相談 開設日数 週４日 3,841

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし
維
持

実績

活動

活動指標の名称

活動

平成２４年度計画
平成２３年度評価

活動

目標値

活動ごとの
決算額

当該事務事業
全体の予算額

（合計）

改善
時期
（年
度）

④
市
民
協
働

活動量・サービス量の達成状況
⑤
そ
の
他

③
民
間
活
用

事業の
方向性

②
直
営
の

必
要
性

①
人
件
費
減

③
成
果

実績値

基礎情報

施策目標 市民の悩みや不安を解消する

指標・目標

名称
事務事業の
目的・成果

対
象
（

顧
客
）

事
業
の
性
質
区
分

目標値

改善の内容活動

業務
計画

活動ごとの
予算額

市民相談課

事
業
№

総
括
フ
ラ
グ

事務事業名

事務事業

課かい名

活動指標の名称

市民相談課

目標値

②
ニ
ー

ズ

手法の
変更の
有無

①
目
的
達
成

活動量・サービス量

事業の改善提案

事後評価

事業の指
標の達成

状況

今後の事業展開

予
算
の
方
向
性

事業手法

④
継
続
性

決算内訳（千円）

当該事務事業
全体の決算額

（合計）

事務事業の目的に対
する成果の状況

23年度
の取組
に対す
る分析

必要性予算内訳（千円）
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23年度 24年度 25年度 39,597 39,597 37,357 37,357

実績

活動

活動指標の名称

活動

平成２４年度計画
平成２３年度評価

活動

目標値

活動ごとの
決算額

当該事務事業
全体の予算額

（合計）

改善
時期
（年
度）

④
市
民
協
働

活動量・サービス量の達成状況
⑤
そ
の
他

③
民
間
活
用

事業の
方向性

②
直
営
の

必
要
性

①
人
件
費
減

③
成
果

実績値

基礎情報

施策目標 市民の悩みや不安を解消する

指標・目標

名称
事務事業の
目的・成果

対
象
（

顧
客
）

事
業
の
性
質
区
分

目標値

改善の内容活動

業務
計画

活動ごとの
予算額

市民相談課

事
業
№

総
括
フ
ラ
グ

事務事業名

事務事業

課かい名

活動指標の名称

市民相談課

目標値

②
ニ
ー

ズ

手法の
変更の
有無

①
目
的
達
成

活動量・サービス量

事業の改善提案

事後評価

事業の指
標の達成

状況

今後の事業展開

予
算
の
方
向
性

事業手法

④
継
続
性

決算内訳（千円）

当該事務事業
全体の決算額

（合計）

事務事業の目的に対
する成果の状況

23年度
の取組
に対す
る分析

必要性予算内訳（千円）

2 相談業務事業

不動産鑑定
士・宅地建物
取引主任者に
よる相談

開設日数 年２４日 年２４日

不動産鑑定
士・宅地建物
取引主任者に
よる相談

開設日数 年２４日

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし

予
算
な
し

2 相談業務事業
マンション管
理士による相
談

開設日数 年１２日 年１２日
マンション管
理士による相
談

開設日数 年１２日

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし

予
算
な
し

2 相談業務事業 交通事故相談 開設日数 週４日 週４日 交通事故相談 開設日数 週４日

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし

予
算
な
し

2 相談業務事業
民事調停手続
き相談

開設日数 週２日 週２日
民事調停手続
き相談

開設日数 週２日

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし

予
算
な
し

2 相談業務事業
法務局登記官
による登記相
談

開設日数 月１日 月１日

予
算
な
し

2 相談業務事業 防犯相談 開設日数 週４日 週４日 防犯相談 開設日数 週４日

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし

予
算
な
し

3 総
犯罪被害者支援
事業

犯罪等の被害者が抱える
様々な問題について相談
に応じ、心のケアや必要
な情報提供など支援を行
います。

市民
政
策

相談窓口開
設日数

２４回 ２４回 ２４回 110 24回
適切に事務を行って
おり、成果が出てい
る。

Ａ 406

業
務
計
画

未 高 高 高
現状維

持
なし

維
持

3
犯罪被害者相談
業務

被害者支援自
助グループ
「ピア神奈
川」による犯
罪被害者支援

相談窓口開設
日数

年２４回 年２４回 110

被害者支援自
助グループ
「ピア神奈
川」による犯
罪被害者支援

相談窓口開設
日数

年２４回 406

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

済 無 なし
維
持

4 総
多重債務法律相
談事業

多重債務に陥った市民・
町民へ適切な助言を行う
とともに二次相談先につ
なぎ、債務の解消をめざ
す。

茅ヶ崎
市・寒
川町在
住在勤

者

定
例
定
型

多重債務法
律相談にお
ける弁護
士・司法書
士数

年７２人 年７２人 年７２人 285 57人

目標値には達成しな
かったが、適切に事
務を行っており、成
果が出ている。

Ｃ 360

業
務
計
画

未 高 高 高
現状維

持
なし

維
持

4
多重債務法律相
談事業

弁護士、司法
書士による多
重債務法律相
談

弁護士・司法
書士数

年７２人 年５７人 285

弁護士、司法
書士による多
重債務法律相
談

多重債務法律
相談開設回数

年４８回 360

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし
維
持

5 総
人権擁護活動事
業

人権問題に関して市民の
相談に応じ、人権侵犯事
件への切り替え、関係機
関への連絡、助言等の必
要な措置をとり基本的人
権を擁護し、併せて自由

市民

定
例
定
型

人権相談開
設回数

年３５回 年３５回 年３５回 707 35回
適切に事務を行って
おり、成果が出てい
る。

Ａ 723 未 高 高 高
現状維

持
なし

維
持

5
人権擁護活動事
業

茅ヶ崎市人権
擁護委員会の
開催

市の総会・定
例会・研修会
の開催数

年８回 年１０日
茅ヶ崎市人権
擁護委員会の
開催

市の総会・定
例会・研修会
の開催数

年１０回
不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし

予
算
な
し

5
人権擁護活動事
業

人権作文・人
権ポスターの
募集、人権の
花運動等にお
ける啓発活動

啓発事業 年４事業 年４事業 707

人権作文・人
権ポスターの
募集、人権の
花運動等にお
ける啓発活動

啓発事業 年４事業 723
不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし
維
持

5
人権擁護活動事
業

市民の人権に
関する例月相
談

開設回数 年３３回 年３５回
市民の人権に
関する例月相
談

開設回数 年３５回
不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし

予
算
な
し

5
人権擁護活動事
業

市民の人権に
関する特設相
談及び国県市
合同相談

開設回数 年２回 年２回

市民の人権に
関する特設相
談及び国県市
合同相談

開設回数 年２回
不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし

予
算
な
し

6 総
建築紛争調整実
施事業

中高層建築物の建設に際
し、中立的立場に立って
住民・事業主への相談や
斡旋・調停を行い、紛争
の解決に努める。

市民・
事業主

定
例
定
型

建築紛争相
談開設数

年９５日 年９５日 年９５日 1,631 89日
適切に事務を行って
おり、成果が出てい
る。

Ａ 1,770 未 高 高 高
現状維

持
維
持

6
建築紛争調整実
施事業

調停委員会の
開催

開催回数 随時 ０件 0
調停委員会の
開催

開催回数 随時 131
不
可

必
要

法
令
不
可

不
可

無 なし
維
持
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23年度 24年度 25年度 39,597 39,597 37,357 37,357

実績

活動

活動指標の名称

活動

平成２４年度計画
平成２３年度評価

活動

目標値

活動ごとの
決算額

当該事務事業
全体の予算額

（合計）

改善
時期
（年
度）

④
市
民
協
働

活動量・サービス量の達成状況
⑤
そ
の
他

③
民
間
活
用

事業の
方向性

②
直
営
の

必
要
性

①
人
件
費
減

③
成
果

実績値

基礎情報

施策目標 市民の悩みや不安を解消する

指標・目標

名称
事務事業の
目的・成果

対
象
（

顧
客
）

事
業
の
性
質
区
分

目標値

改善の内容活動

業務
計画

活動ごとの
予算額

市民相談課

事
業
№

総
括
フ
ラ
グ

事務事業名

事務事業

課かい名

活動指標の名称

市民相談課

目標値

②
ニ
ー

ズ

手法の
変更の
有無

①
目
的
達
成

活動量・サービス量

事業の改善提案

事後評価

事業の指
標の達成

状況

今後の事業展開

予
算
の
方
向
性

事業手法

④
継
続
性

決算内訳（千円）

当該事務事業
全体の決算額

（合計）

事務事業の目的に対
する成果の状況

23年度
の取組
に対す
る分析

必要性予算内訳（千円）

6
建築紛争調整実
施事業

建築紛争相談
の開催

開設日数 年９５日 年８９日 1,631
建築紛争相談
の開催

開設日数 年９３日 1,639
不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし
維
持

7 総
消費生活相談事
業

消費生活に関する苦情処
理のあっせんや相談を適
切かつ効率的に行うこと
により市民・町民の安全
性及び利便性の向上を図
ります。

茅ヶ崎
市・寒
川町在
住在勤
在学者

定
例
定
型

消費生活相
談件数

2,200件 2,250件 2,300件 9,376 1,562件

目標値には達成しな
かったが、適切に事
務を行っており、成
果が出ている。

Ｃ 9,653

業
務
計
画

未 高 高 高
現状維

持
なし

維
持

7
消費生活相談事
業

消費生活相談
員による消費
者の苦情処理
の斡旋、助言
及び情報提供
等。（事業№
８へ分割）

開設回数 年244日 年244日 9,356

消費生活相談
員による消費
者問題処理の
斡旋・助言及
び情報提供

開設回数 年245日 9,653

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし
維
持

7
消費生活相談事
業

県及び県内全
市町村による
苦情相談に関
する会議等。

会議参加数 年12回 年12回

県及び県内全
市町村による
消費生活担当
者会議

会議参加数 年12回

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし

予
算
な
し

7
消費生活相談事
業

３市１町での
消費生活行政
に関する連
絡、調整及び
協議。

協議等開催数 年4回 年5回 20

３市１町での
消費生活行政
に関する連
絡、調整及び
協議

協議等開催数 年4回

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし

予
算
な
し

8 総
消費生活セン
ター活性化事業

消費生活センターの機能
強化を図るため、専門的
相談窓口の開設をすると
ともに、市民への情報提
供を行います。

茅ヶ崎
市在住
在勤在
学者

政
策

家計あんし
ん相談・消
費生活法律
相談の回数

年24回・
年12回

年24回・
年12回

年24回・
年12回

7,077
年24
回・年
12回

適切に事務を行って
おり、成果が出てい
る。

Ａ 3,769

業
務
計
画

未 高 高 高
現状維

持
なし

減
ら
す

8
消費生活セン
ター活性化事業

高度化・多様
化する消費生
活相談に対す
る弁護士の相
談

相談回数 年12回 年12回 360

高度化・多様
化する消費生
活相談に対す
る弁護士の相
談

相談回数 年12回 360

業
務
計
画

不
可

必
要

済
不
可

無 なし
維
持

8
消費生活セン
ター活性化事業

将来の生活設
計や多重債務
の未然防止の
ためのファイ
ナンシャルプ
ランナーによ
る家計相談

相談回数 年24回 年24回 600

将来の生活設
計や多重債務
の未然防止の
ための家計相
談

相談回数 年24回 600

業
務
計
画

不
可

必
要

済
不
可

無 なし
維
持

8
消費生活セン
ター活性化事業

市民への消費
生活に関する
情報提供及び
消費生活セン
ターの機能強
化

啓発紙・保存
版発行回数

各1回 各1回 6,022

消費生活に関
する情報提
供・消費生活
センターの機
能強化

啓発紙発行回
数

年2回 2,674

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし
減
ら
す

8
消費生活セン
ター活性化事業

消費生活相談
員のレベル
アップを図
り、高度化・
専門化した相
談に対応す
る。

研修回数 年6回 年6回 95

消費生活相談
員のレベル
アップを図り
消費生活問題
に対応する

研修回数 年6回 135

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし
維
持

9 総
多重債務相談事
業

多重債務に陥った市民・
町民へ適切な助言を行う
とともに二次相談先につ
なぎ、債務の解消を目指
す。

茅ヶ崎
市・寒
川町在
住在勤
在学者

定
例
定
型

多重債務庁
内連絡会開
催回数

年2回 年2回 年2回 年３回
適切に事務を行って
おり、成果が出てい
る。

Ａ
業
務
計
画

未 高 高 高
現状維

持
なし

予
算
な
し

9
多重債務相談事
業

多重債務の法
律的解決を図
るため、生活
再建の相談を
行う。(事業№
4から統合）

開設日数 年244日 年244日

多重債務の法
律的解決を図
るため、生活
再建の相談を
行う

開設日数 年245日

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし

予
算
な
し

9
多重債務相談事
業

多重債務者の
早期発見、早
期解決を目的
とした庁内関
係課との連携
体制の構築及
び情報の共有
を行う。（14
課）

連絡会開催数 年2回 年3回

早期発見・解
決のため庁内
関係課との連
携構築・情報
共有を行う

連絡会開催数 年2回

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし

予
算
な
し

10 総 消費者啓発事業

消費生活や生活設計、省
エネルギーや食の安全に
関して出前講座や多種媒
体を用いて多様な知識の
普及を目指す。

茅ヶ崎
市民

定
例
定
型

啓発キャン
ペーン回数

年2回 年2回 年2回 5,373 年1回

消費者月間キャン
ペーンは荒天のため
中止となったが、適
切に事務を行ってお
り成果が出ている。

Ｃ 3,479

業
務
計
画

未 高 高 高
現状維

持
なし

維
持

10 消費者啓発事業

消費生活に関
する展示会及
び消費生活通
信講座を開
催。

講座回数 年3回 年3回 405

消費生活に関
する展示会及
び消費生活通
信講座を開催

講座回数 年3回 554

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし
維
持
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実績
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活動指標の名称

活動

平成２４年度計画
平成２３年度評価

活動

目標値

活動ごとの
決算額

当該事務事業
全体の予算額

（合計）

改善
時期
（年
度）

④
市
民
協
働

活動量・サービス量の達成状況
⑤
そ
の
他

③
民
間
活
用

事業の
方向性

②
直
営
の

必
要
性

①
人
件
費
減

③
成
果

実績値

基礎情報

施策目標 市民の悩みや不安を解消する

指標・目標

名称
事務事業の
目的・成果

対
象
（

顧
客
）

事
業
の
性
質
区
分

目標値

改善の内容活動

業務
計画

活動ごとの
予算額

市民相談課

事
業
№

総
括
フ
ラ
グ

事務事業名

事務事業

課かい名

活動指標の名称

市民相談課

目標値

②
ニ
ー

ズ

手法の
変更の
有無

①
目
的
達
成

活動量・サービス量

事業の改善提案

事後評価

事業の指
標の達成

状況

今後の事業展開

予
算
の
方
向
性

事業手法

④
継
続
性

決算内訳（千円）

当該事務事業
全体の決算額

（合計）

事務事業の目的に対
する成果の状況

23年度
の取組
に対す
る分析

必要性予算内訳（千円）

10 消費者啓発事業

消費生活に関
する様々な情
報を提供。広
報紙、ホーム
ページ、啓発
チラシ・用品
等で啓発。

消費者月間
キャンペーン
での啓発

年1回 年0回 209

消費生活に関
する情報を
様々な媒体で
提供・啓発を
行う

消費者月間
キャンペーン
での啓発

年1回 368

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

済 無 なし
維
持

10 消費者啓発事業

消費生活に関
する様々な情
報を提供。広
報紙、ホーム
ページ、啓発
チラシ・用品
等で啓発。

敬老大会での
高齢者被害防
止のための啓
発活動

年1回 年1回 213

消費生活に関
する情報を
様々な媒体で
提供・啓発を
行う

敬老大会での
高齢者被害防
止のための啓
発活動

年1回 523

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

済 無 なし
維
持

10 消費者啓発事業

啓発パネルを
作成し本庁舎3
階に展示す
る。

パネル作成数 2枚 2枚 34
啓発パネルを
作成し本庁舎3
階に展示する

パネル作成数 2枚 55

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし
維
持

10 消費者啓発事業

消費者被害未
然防止の情報
提供と啓発を
行う。

レディオ湘南
での啓発回数

年12回 年12回 21

消費者被害未
然防止の情報
提供と啓発を
行う

レディオ湘南
での啓発回数

年12回 10

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし
維
持

10 消費者啓発事業

省資源、省エ
ネルギーに関
する情報提供
と啓発。夏と
冬に省資源に
関する啓発。

ホームページ
掲載回数

年2回 年2回

省資源、省エ
ネルギーに関
する情報提供
と啓発

ホームページ
掲載回数

年2回

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし

予
算
な
し

10 消費者啓発事業

消費生活に関
する知識の普
及のための暮
らしの講座の
開催。

講座開催回数 年5回 年4回 111

消費生活に関
する知識の普
及のための暮
らしの講座等
の開催

暮らしの講座
開催回数

年5回 160

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし
維
持

10 消費者啓発事業

神奈川県金融
広報委員会と
市町村の連携
事業等に係る
協議。

会議開催回数 年1回 年0回

10 消費者啓発事業
生活設計に関
する講座の開
催。

講座開催回数 年1回 年1回 40
生活設計に関
する講座の開
催

講座開催回数 年1回 91

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし
維
持

10 消費者啓発事業

食の安全に関
する調査、情
報収集、啓発
及び関係機関
への働きか
け。

学習会開催数 年1回 年1回 100
食の安全に関
する情報収集
及び啓発

講演会開催回
数

年1回 233

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし
維
持

10 消費者啓発事業
放射能測定機
器購入

補助金申請 １回 １回 4,200

10 消費者啓発事業
食品の放射能
測定の受付

受付日数 19日 19日
食品の放射能
測定の受付

受付日数 年245日 1,445

業
務
計
画

可
必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 有り 24

食品の放射能測定の
受付、立入検査事務
等の開始により非常
勤嘱託職員を活用す
る。

維
持

10 消費者啓発事業
茅ヶ崎地区食
品衛生協会へ
の助成。

助成回数 年1回 年1回 40
茅ヶ崎地区食
品衛生協会へ
の助成

助成回数 年1回 40

業
務
計
画

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

済 無 なし
維
持

11 総
不用品登録制度
事業

家庭において、都合によ
り不用になったもの等
を、「リサイクル」を主
旨として再利用するた
め。

茅ヶ崎
市民

定
例
定
型

広報紙及び
ホームペー
ジ掲載回数

月1日及び
月3回

月1回及び
月3回

月1回及び
月3回

月1回及
び月3回

適切に事務を行って
おり、成果が出てい
る。

Ａ 未 中 中 中
現状維

持
なし

予
算
な
し

11
不用品登録制度
事業

広報紙・ホー
ムページにお
ける不用品の
情報の掲載。

広報紙及び
ホームページ
掲載回数

月1日及
び月3回

月1日及
び月3回

広報紙・ホー
ムページにお
ける不用品の
情報の掲載

広報紙及び
ホームページ
掲載回数

月1回及
び月3回

不
可

必
要

そ
の
他
不
可

不
可

無 なし

予
算
な
し

12 総
消費者団体育成
事業

消費者問題に取り組んで
いる団体が相互に連絡し
あい、市民の消費生活の
安定及び向上を目的とし
ています。

茅ヶ崎
市消費
者団体
連絡会

定
例
定
型

消費団体連
絡会開催数

年6回 年6回 年6回 20 年6回
適切に事務を行って
おり、成果が出てい
る。

Ａ 21 未 高 高 高
現状維

持
なし

維
持

12
消費者団体育成
事業

団体相互の連
絡調整、資
料、情報等の
交換及び学習
会、交流会の
開催。

学習会及び交
流会開催数

年3回 年2回 19

団体相互の連
絡調整、資
料、情報等の
交換

交流会開催数 年2回 20
不
可

必
要

そ
の
他
不
可

済 無 なし
維
持
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②
直
営
の

必
要
性

①
人
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③
成
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総
括
フ
ラ
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市民相談課

目標値

②
ニ
ー

ズ

手法の
変更の
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①
目
的
達
成

活動量・サービス量

事業の改善提案

事後評価

事業の指
標の達成

状況

今後の事業展開

予
算
の
方
向
性

事業手法

④
継
続
性

決算内訳（千円）

当該事務事業
全体の決算額

（合計）

事務事業の目的に対
する成果の状況

23年度
の取組
に対す
る分析

必要性予算内訳（千円）

12
消費者団体育成
事業

定例会への参
加、会場やバ
スの提供、資
料作成等への
協力等。

施設見学開催
数

年1回 年1回 1

定例会への参
加、会場やバ
スの提供、資
料作成等への
協力等

施設見学開催
数

年1回 1
不
可

必
要

そ
の
他
不
可

済 無 なし
維
持

13 総
家庭二法立入検
査の実施及び報
告事業

家庭用品品質表示法及び
消費生活用品安全法にも
続く調査の実施

市内の
商店

定
例
定
型

検査品目数 90品目 90品目 92品目
適切に事務を行って
おり、成果が出てい
る。

Ａ 未 高 高 高
現状維

持
なし

予
算
な
し

13

家庭二法立入検
査の実施及び報
告事業

家庭用品品質
表示法による
立入検査、改
善指導及び報
告。(事業№
13から統合）

検査品目数 90品目 86品目

家庭用品品質
表示法による
立入検査、改
善指導及び報
告

検査品目数 90品目
不
可

必
要

法
令
不
可

不
可

無 なし

予
算
な
し

13

家庭二法立入検
査の実施及び報
告事業

消費生活用製
品安全法によ
る立入検査、
改善指導及び
報告。

検査品目数 10品目 6品目

消費生活用製
品安全法によ
る立入検査、
改善指導及び
報告

検査品目数 10品目
不
可

必
要

法
令
不
可

不
可

無 なし

予
算
な
し

13

家庭二法立入検
査の実施及び報
告事業

家庭二法以外
の製品安全法
三法よる立入
検査等

検査品目数 30品目
不
可

必
要

法
令
不
可

不
可

無 なし

予
算
な
し

888 総
災害応急対策活
動

本市域に地震動・津波等
に伴う諸現象による同時
多発的災害が発生した場
合に、被害を軽減し、応
急対策活動を課として迅
速的確に対処する。

全市民
等

定
例
定
型

現状維
持

なし

予
算
な
し

888
災害応急対策活
動

部の災害応急
対策活動マ
ニュアルにお
ける課（斑）
の活動内容の
検証及び見直
し。

マニュアルの
検証及び見直
し

3月 3月

部の災害応急
対策活動マ
ニュアルの課
（斑）の活動
内容の検証

マニュアルの
検証及び見直
し

随時

888
災害応急対策活
動

臨時災害相談
室の開設。

臨時災害相談
室の開設

随時 ０件
臨時災害相談
室の開設

臨時災害相談
室の開設

随時

888
災害応急対策活
動

災害時におけ
る応急生活物
資供給等の協
定に関する協
定に基づく協
定先との連絡
調整

連絡調整 年1回 年0回
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災害応急対策活
動

災害時におけ
る応急生活物
資供給等の協
定に関する協
定に基づく応
援要請（災害
等発生時）

協定先への応
援要請

随時 ０件
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